
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  住宅取得等資金贈与の直系尊属 

Ｑ：住宅取得等資金贈与の500万円非課税

の対象となる養子関係がある場合の直系尊属

の範囲が明らかにされたそうですが、どのよ

うな取扱いになったのですか？  

 

Ａ：次のようになっています。 

【解説】 

国税庁から公表された通達によりますと、こ

の特例の対象となる直系尊属には、特定受贈者

の父母、祖父母のほか、養親及びその養親の直

系尊属は含まれるが、次のような者は含まれな

いこととされています。 

①  その特定受贈者の配偶者の直系尊属（民法

727条（縁組による親族関係の発生）に規定

する親族関係は除く。②において同じ） 

②  その特定受贈者の父母が養子縁組による養

子となっている場合において、その特定受

贈者がその養子縁組前に出生した子である

場合のその父母の養親及びその養親の直系

尊属 

③  その特定受贈者が民法817条の２第１項（特

別養子縁組の成立）に規定する特別養子縁

組による養子である場合のその実方の父母

及び実方の直系尊属 

ただし、養親及びその養親の直系尊属から

この規定による住宅取得等資金を贈与によ

り取得した場合において、その贈与のとき

に養子縁組による親族関係がないときは、

この規定の適用を受けることはできません。 
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